
様式第３号（第６条関係）


相談に関する同意書

徳島県学生スタートアップ起業支援専門家相談事業が行う相談（以下「本相談」といいます）にあたり、相談者は以下の事項を確認し、同意するものとします。

情報の限定性　本相談における専門家の回答は、相談者が提供した情報および資料の範囲内でのみ行われる限定的な判断です。すべての事実関係や証拠を精査したものではないため、事実関係の追加や変更、または詳細な調査の結果により、回答内容が変動し、または結論が異なる可能性があることを相談者は了承します。

免責事項
１　本相談におけるアドバイスの完全性、正確性、有効性について、いかなる保証も行うものではありません。
２　本相談の結果に基づき相談者が行った行為、または行わなかった行為によって生じた
　いかなる損害についても、一切の責任を負いません。
３　本相談は、特定の成果や有利な結果を保証するものではありません。

最終判断の責任　本相談において提供される情報は、相談者の意思決定のための参考情報として提供されるものです。具体的なアクション（交渉、提訴、契約、届出等）の実行に関する最終的な判断及び決定は、相談者自身の責任において行うものとします。

[bookmark: _Hlk226538546][bookmark: _Hlk226538552]受任の非成立　本相談の実施により、直ちに専門家と相談者との間に当該案件に関する委任契約が成立するものではありません。正式な受任にあたっては、双方協議の上、別途委任契約書を締結し、所定の手続きを行うものとします。

期限等の管理　本相談の案件に関し、消滅時効の完成、不服申立期間の徒過、その他の法的な期限（デッドライン）の管理については、前条の委任契約が成立するまでの間、相談者が自らの責任で行うものとします。


令和　　年　　月　　日


　　（相談者）氏名：　　　　　　　　　　　印
　　　（親権者※相談者が未成年者の場合）氏名：　　　　　　　　　　　印
